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介護老人保健施設 びわの葉のご案内 
 

 
１．事業の目的 

医療法人三慶会が開設する介護老人保健施設「びわの葉」において行う介護療養型

老人保健施設（以下「施設」という）の適正な運営を確保するため、人員及び管理

運営に関する事項を定め、施設の従業者が要介護・要支援状態にある入所者様に対

し、適正な介護療養型老人保健施設サ－ビス、及び短期入所療養介護･介護予防短期

入所療養介護サービスを提供することを目的とします。 
 
２. 運営の方針 

・施設は、介護療養型老人保健施設、及び短期入所療養介護･介護予防短期入所療養

介護の入所者様の意思及び人格を尊重し、常に入所者様の立場に立ったサ－ビス

の提供に努めるものとします。 

・施設は、その者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

療養上の管理、看護、医学的管理下における介護その他の世話及び機能訓練その

他の必要な医療を行うものとします。 

・施設は、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、居宅介護

支援事業者、居宅サ－ビス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サ－ビス

を提供する方との密接な連携を図り、総合的なサ－ビスの提供に努めるものとし

ます。 
 
3. 介護療養型老人保健施設、及び短期入所療養介護･介護予防短期入所療養介護サービ

スの内容 
・ 施設サ－ビス計画・短期入所療養介護計画・介護予防短期入所療養計画の立案 
・ 食事の提供 
・ 入浴（一般浴槽、特殊浴槽） 
・ 医学的管理 
・ 看護、介護 
・ 機能訓練（リハビリテ－ション） 
・ レクリエ－ション行事 
・ 医療・生活相談援助サ－ビス 
・ 理美容サ－ビス  
・ その他 
サ－ビスについての相談窓口 

       電話 ０４８－６２３－５５９１ 内線４５２３ 
       担当 医療相談室 支援相談員 

 
4. 料 金 

ア 施設利用料については、厚生労働大臣の定める介護報酬に基づき、要介護１～

５までの（ショートに関しては、要支援 1、2 を含む）該当区分と指導管理の費

用・特定診療費の『負担割合証』に記載の割合相当分（１割、２割もしくは３

割）のご負担。 
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要介護毎の施設サ－ビス費（１日につき） ＊特定診療費は含みません 

 『負担割合証』が１割の場合 
  
要介護１  【多床室】  ８９６円   【従来型個室】    ８１０円 

  要介護２         ９８７円              ９０１円 
  要介護３       １，１１５円           １，０２６円 

要介護４       １，１９８円            １，１１２円    
要介護５       １，２７９円            １，１９３円 
 
（ショート入所の場合） 
要支援 1  【多床室】  ６６５円   【従来型個室】  ６２３円 
要支援 2         ８３９円            ７８０円 
要介護１         ９３０円                   ８４４円 

  要介護２       １，０２１円             ９３４円 
  要介護３       １，１４７円            １，０６０円 

要介護４       １，２３３円           １，１４４円    
要介護５       １，３１５円           １，２２９円 
 

『負担割合証』が２割の場合 
 
要介護１  【多床室】１，７９２円   【従来型個室】 １，６１９円 

  要介護２        １，９７４円            １，８０１円 
  要介護３        ２，２３０円            ２，０５１円 

要介護４       ２，３９５円             ２，２２４円    
要介護５        ２，５５７円             ２，３８６円 
 
（ショート入所の場合） 
要支援 1   【多床室】１，３２９円   【従来型個室】 １，２４６円 
要支援 2         １，６７７円            １，５６０円 
要介護１        １，８５９円                  １，６８８円 

  要介護２        ２，０４２円             １，８６７円 
  要介護３        ２，２９４円             ２，１１９円 

要介護４        ２，４６５円             ２，２８８円    
要介護５        ２，６３０円              ２，４５７円 
 

『負担割合証』が３割の場合 
 
要介護１  【多床室】２，６８８円   【従来型個室】 ２，４２９円 

  要介護２        ２，９６１円            ２，７０１円 
  要介護３        ３，３４５円            ３，０７６円 

要介護４       ３，５９２円             ３，３３６円    
要介護５        ３，８３５円             ３，８７９円 
 
（ショート入所の場合） 
要支援 1   【多床室】１，９９３円   【従来型個室】 １，８６８円 
要支援 2         ２，５１５円            ２，３３９円 
要介護１        ２，７８８円                  ２，５３２円 
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  要介護２        ３，０６３円             ２，８０１円 
  要介護３        ３，４４１円             ３，１７９円 

要介護４        ３，６９８円             ３，４３２円    
要介護５        ３，９４５円              ３，６８５円 
 
＊介護保険の改定により、料金が変更になる場合もあります。 
 

イ 感染防止等衛生管理を目的とする衣類などの洗濯リ－スについての費用。 
(運営規定に定めるその他日常生活上の便宜に係る費用におけるリネン 

リ－ス代） 

      Ａセット    １，２６０円（税込み、１日につき） 
      Ｂセット    １，８９０円（    〃    ） 
      Ｃセット    １，７８０円（    〃    ） 
 
ウ 個室に係わる利用料 
           ７，１５０円（税込み、１日につき） 
 
エ 上記の他、日常生活において通常必要となるものに係る費用。 
  （同意に基づく実費費用負担）                 
     ＴＶ・冷蔵庫貸し出し代   ２２０円（税込み）／１日  
     洗濯代           ３３０円（税込み）／１回につき   

診断書代            実費／１通につき 

理美容代            実費／１回につき 

＊基本カット料金 ２，１００円、パ－マ、カラ－等も有り 

ハンドマッサージオイル代  １１０円（税込み）／１回につき 

各種予防接種代         実費／１回につき 

 

 
   オ 食費（食材料費・調理費相当）・居住費（光熱・水費相当） 

 
【多床室】      食費（１日）       居住費（１日） 

       第４段階   １，８００円          ５００円 
       第３段階  ①６５０円／②１，３６０円    ４３０円                 

       第２段階     ３９０円          ４３０円 
       第１段階     ３００円            ０円 
 
     【従来型個室】    食費（１日）       居住費（１日） 
       第４段階   １，８００円        １，５００円 
       第３段階  ①６５０円／②１，３６０円  １，３７０円                 

       第２段階     ３９０円          ５５０円 
       第１段階     ３００円          ５５０円 
 
     但し、ショート入所の場合は、朝食３９０円、昼食７６０円、夕食６５０円で 

1 食ごとの計算となり、負担限度額は上記の食費に準じます。 
 
５. 支払い方法 
   毎月 10 日（土日祝日の場合は次の平日）に前月分の請求金額が出ますので、２週 
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間以内に東館２階会計窓口に現金でお支払いください。その際に領収書を発行し

ます。 
 
６. 介護老人保健施設の基準等 

 当院の老人保健施設の人員に関する基準、設備及び運営に関する基準については、

介護保険法に基づく所定基準を満たしております。 
 

７. 送迎の実施地域 

短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護における送迎の実施地域は、 

さいたま市・川越市・上尾市とし、入所者様・ご家族様の事情により臨機応変に対応

する事といたします。 

 

８. 施設の利用にあたっての留意事項 
入所者様は、次に掲げる事項を遵守してください。 

・共同生活の秩序を保ち、規律ある生活をすること。 

   ・火気の取り扱いに注意すること。 

   ・けんか、口論、泥酔、中傷その他他人の迷惑となるような行為をしないこと。 

   ・その他管理上必要な指示に従うこと。 

 
９. 非常災害対策 

施設は、消防法等の規定に基づき非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災

害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 
 

 10. 口腔の健康状態の評価について 

当施設では、行政の指示により定期的な口腔の健康状態の評価を行わせていただ

きます。状態により歯科受診を推奨する場合があります 

 
11. 身体の拘束について 

当施設は、原則として入所者様に対し身体拘束を廃止します。但し、当該入所者様

または他の入所者様などの生命又は身体を保護する為など緊急やむを得なく身体拘

束を行う場合､入所者様またはご家族同意のうえ、その様態及び時間、その際の入所

者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療記録に記載します。 

  

12．事故発生時の対応 

  サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、入所者様に対し必要な措置

を講じます。 

  ・施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力

医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

  ・上記の他、当施設は入所者様のご家族等及び保険者の指定する行政機関に対して

速やかに連絡します。 
 
13．賠償責任 
  ・介護保険施設サ－ビスの提供に伴って当施設の責に帰すべき理由によって、入所

者様が損害を被った場合、当施設は、入所者様に対して損害を賠償するものとし

ます。 
  ・入所者様の責に帰すべき理由によって、当施設が損害を被った場合、入所者様及

び保証人様は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 
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14. 緊急時の対応 

・当施設は、入所者様に対し、施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応

が必要と判断した場合、指扇病院又は他の専門的機関での診療を依頼することが

あります。 
  ・上記のほか、入所者様の容体の変化等があり、緊急の場合は、緊急連絡先に連絡

します。 
 
15. その他運営に関する重要事項 

・当施設は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を設け、また、業務体制を

整備します。 

  ・当施設は、入所者の使用する施設、食器その他の設備または飲用に供する水につ 

いて衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び 

医療用具の管理を適正に行うものとします。 

・従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。 

・この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人と施設の管理者と

の協議に基づいて定めるものとします。 

 
 
 
 
16．当院施設のサ－ビス内容に関する相談、要望、苦情等窓口 
 

・さいたま市役所 
     介護保険課            電話 ０４８－８２９－１２６４ 
 
     ・さいたま市 西区役所  
     高齢介護課 介護保険担当     電話 ０４８－６２０－２６６８ 
 

・埼玉県国民健康保険団体連合会 
     介護保険課苦情対応係       電話 ０４８－８２４－２５６８ 
 
   ・びわの葉 医療相談室        電話 ０４８－６２３－５５９１ 
                            （内線 ４５２３） 

 
17．提携医療機関  
    

・指扇病院              さいたま市西区宝来 1295-1    
                      電話 048-623-1101 
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1.施設の概要(平成 30 年 1 月 1 日現在) 
 
（1）施設の名称等 

 ・名称        介護老人保健施設 びわの葉 

 ・開設年月日     平成 24 年 3 月 1 日 
・所在地       埼玉県さいたま市西区宝来１３４８番地１ 
・電話番号      048-623-1102      FAX 番号 048-623-7474 

・定員        介護老人保健施設 ９０名 

但し、その空床を短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養       

介護として利用できるものとする。 

・管理者名      田宮 照久 

・介護保険指定番号  介護老人保健施設（1156580142 号） 

 

2. 施設の職員の職種、員数及び職務内容 

（１） 管理者及び医師   ２名 

勤務体制 月～金曜日 9：00～17：30  土曜日 9：00～13：00 

 

管理者（医師）は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行い、

入所者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

  

（２） 薬剤師   ２名 

勤務体制 月～金曜日 9：00～17：30  土曜日 9：00～13：00 

 

薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほ

か、入所者に対し服薬指導を行う。 

 （３） 管理栄養士 １名 

勤務体制 月～金曜日 9：00～17：30  土曜日 9：00～13：00 

 

管理栄養士は、ご利用者様の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態

の管理を行う。 

  

（４） 看護職員 23 名 

勤務体制 月～金曜日 9：00～17：30  土曜日 9：00～13：00 

(夜勤・17：30～ 9：30 早番・7：00～15：30 遅番・11：30～20：00)  

 

 

医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、入所者の

施設サービス計画に基づく看護を行う   
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（５） 介護職員 27 名 

勤務体制 月～金曜日 9：00～17：30  土曜日 9：00～13：00 

(夜勤・17：30～ 9：30 早番・7：00～15：30 遅番・11：30～20：00)  

 

 

介護職員は、入所者の施設サービス計画に基づく介護を行う。 

  

（６） 理学療法士、言語聴覚士、作業療法士 2 名 

勤務体制 月～金曜日 9：00～17：30  土曜日 9：00～13：00 

 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は医師や看護師等と共同して、リハビリ

テーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指

導を行う。 

   

（７） 介護支援専門員 3 名 

勤務体制 月～金曜日 9：00～17：30  土曜日 9：00～13：00 

 

介護支援専門員は、ご利用者様の施設サービス計画の原案をたてる。 

  

（８）  支援相談員   1 名 

勤務体制 月～金曜日 9：00～17：30  土曜日 9：00～13：00 

 

支援相談員は、入退所の調整を図るとともに、入所者及びご家族からの様々な

相談を受ける 

    


